
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

土

地

改

良

区

の

解

散

耕

地

課

○

岡

山

県

立

森

林

公

園

の

開

園

日

林

政

課

○

第

五

百

三

十

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

水

産

課

開

催

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

の

申

請

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

岡

山

県

公

報

令和３年４月６日 第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

Ｄ
Ｏ

２

所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
一
五
〇
六

一
〇
九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

株
式
会
社
吉
備
高
原

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
田
西
二
三
九
三

一
七

－

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
九
〇
〇
二
四
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

（

）

、

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
が
次
の
と
お
り
解
散
し
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

三
毛
ケ
池
土
地
改
良
区

二

土
地
改
良
区
の
所
在
地

津
山
市
新
田
四
六
五
番
地
一

三

解
散
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
日

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

岡
山
県
立
森
林
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
立
森
林
公
園
の
令
和
三
年
の
開
園
日
を
同
年
四
月
十
二
日
と
す
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
百
三
十
回
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

日
時

令
和
三
年
四
月
十
六
日
（
金
）

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
八
五
四

－

三

議
題

第
一
号
議
案

会
長
及
び
会
長
職
務
代
理
者
（
副
会
長
）
の
選
任
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

隣
接
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

宮
原
力
万
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
作
市
宮
原
字
与
治
郎
前
へ
五
四
九
番
一
地
先

六
・
五
～

か
ら

美
作
市
宮
原
字
戸
尻
四
八
五
番
二
地
先
を
経
て

新

五
五
五
・
〇

五
五
・
〇

美
作
市
宮
原
字
熊
井
乢
口
四
八
六
番
二
地
先
ま

で美
作
市
宮
原
字
与
治
郎
前
へ
五
四
九
番
一
地
先

六
四
〇
・
〇

か
ら

二
・
五
～

美
作
市
宮
原
字
熊
井
乢
口
四
八
六
番
二
地
先
ま

七
・
五

で

旧

美
作
市
宮
原
字
与
治
郎
前
へ
五
四
九
番
一
地
先

六
・
五
～

か
ら

美
作
市
宮
原
字
戸
尻
四
八
五
番
二
地
先
を
経
て

五
五
五
・
〇

五
五
・
〇

美
作
市
宮
原
字
熊
井
乢
口
四
八
六
番
二
地
先
ま

で

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

宮
原
力
万
線

美
作
市
宮
原
字
与
治
郎
前
へ
五
四
九
番
一
地
先
か
ら

令
和
三
年
四

美
作
市
宮
原
字
鑪
五
四
七
番
一
地
先
ま
で

月
六
日

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



〔
一
三
三
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ザ
グ
ザ
グ
志
戸
部
店

所
在
地

津
山
市
沼
字
角
田
八
四
一

一
ほ
か

－

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ

住
所

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森

信

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
ザ
グ
ザ
グ

住
所

岡
山
市
中
区
清
水
三
六
九
番
地
二

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

森

信

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
三
百
六
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
十
四
台

(1)

駐
輪
場
の
収
容
台
数

八
台

(2)

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

(3)

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル

(4)
７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(1)

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



午
前
九
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(2)

午
後
十
二
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
二
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

四
箇
所

(4)

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(5)

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
四
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
六
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

津
山
市
産
業
文
化
部
商
業
・
交
通
政
策
課

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



〔

〕

（

）

、

一
三
四

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
日

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



〔
一
三
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事
業
主
体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

児
島
湾
土
地
改
良
区

西
七
区
４
号

か
ん
が
い
排
水

令
和
三
・

三
・

一

〃

曽
根
南
樋
門

〃

令
和
三
・

三
・
一
五

〃

錦
西

樋
門

〃

令
和
三
・

三
・

五

11

〃

錦
西

樋
門

〃

令
和
三
・

三
・

五

27

〃

錦
六
区
縦
５
樋
門

〃

令
和
三
・

三
・

五

〃

都
沖
２
番
川
樋
門

〃

令
和
三
・

三
・
一
五

〃

沖
３

３
樋
門

〃

令
和
三
・

三
・
一
五

－

〃

丘
３
宗
津
川
樋
門

〃

令
和
三
・

三
・
一
五

足
守
土
地
改
良
区

大
向
水
路

〃

令
和
三
・

三
・
一
一

令和３年４月６日　岡山県公報　第１２２８３号



〔

〕

（

）

、

一
三
六

農
地
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
）
か
ら
農
地
を
利

用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
し
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
に
係
る
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
市
東
区
西
庄
一
七
〇
番
一

田

六
〇
九

岡
山
市
東
区
西
庄
一
七
六
番
一

田

一
、
〇
四
二

岡
山
市
東
区
西
庄
一
八
二
番
一

田

二
、
二
一
五

岡
山
市
東
区
西
庄
一
八
七
番

田

二
、
一
五
六

岡
山
市
東
区
西
庄
二
四
八
番

田

八
五
七

岡
山
市
東
区
西
庄
三
三
六
番

田

七
三
〇

二

申
請
に
係
る
農
地
の
利
用
の
現
況

農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
り
権
利
を
設
定
し
た
者
が
耕
作
を
し
て
い
る
。
農
地
所
有
者
が
死
亡

し
て
お
り
、
貸
借
期
間
満
了
後
は
、
耕
作
の
事
業
に
従
事
す
る
者
が
不
在
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
認

め
ら
れ
る
。

三

申
請
に
係
る
農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細

裁
定
手
続
後
に
、
岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成

財
団
）
か
ら
借
受
希
望
者
に
農
地
を
貸
し
付
け
る
。

四

希
望
す
る
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

及
び
そ
の
支
払
の
方
法
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補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る

借
賃
に
相
当
す
る

存
続
期
間

権
利
の
始
期

補
償
金
の
額

令
和
三
年
六
月
一

権
利
の
始
期
か
ら
令

一
五
二
、
一
八
〇

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期

日

和
十
三
年
五
月
三
十

円

ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
供

日
ま
で

託
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

（

。
）

申
請
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等

農
地
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
等
を
い
う

は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
三
年
四
月
二
十
日
（
火
）

２

提
出
先

岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課

３

記
載
事
項

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事

(1)
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容

(2)

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
当
該
農
地
の
利
用
の
状
況
及
び
利
用
計
画

(3)

意
見
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
農
地
を
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
し
て
い
な
い
理
由

(4)

意
見
の
趣
旨
及
び
そ
の
理
由

(5)

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

(6)
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〔
一
三
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

倉
敷
市
福
田
町
地
内

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

令
和
三
年
二
月
十
二
日
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